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別添資料 川口市多文化共生指針（改訂版）（平成２６年度～２８年度） 



NO. 区     分 氏   名 所　　属　　団　　体　　等

1 学 識 経 験 者 堀田
ほ っ た

　正
まさなか

央 埼玉学園大学人間学部子ども発達学科准教授　

2 知 識 経 験 者 飯塚
いいづか

　元章
もとあき

川口根岸郵便局局長

3 知 識 経 験 者 辻井
つ じ い

　一男
か ず お

株式会社辻井製作所代表取締役社長

4 多文化共生関係団体 伊藤
い と う

　喜勝
よしかつ

ＮＰＯ法人国際交流クラブ代表

5 多文化共生関係団体 加藤
か と う

　哲之
てつゆき 公益財団法人埼玉県国際交流協会

業務執行理事事務局長

6 地 縁 団 体 熊木
く ま き

　喜
き

好
よし 前川地区連合町会長

前川３丁目町会町会長

7 地 縁 団 体 南部
な ん ぶ

　博樹
ひ ろ き

仁志二町会町会長

8 外 国 人 市 民 舒
じ ょ

　　　嵐
らん

外国人市民

9 市 民 阿部
あ べ

　悦子
え つ こ

公募市民

10 市 民 岡崎
おかざき

　広樹
ひ ろ き

公募市民

川口市多文化共生指針策定委員会委員名簿
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川口市多文化共生指針策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 増加する外国人市民と日本人の相互理解を深め、国籍や民族などの異なる人々がお互

いの文化的違いを認め合い対等な関係で共生し、互いの協働によって地域づくりを実現する

川口市多文化共生指針策定のため川口市多文化共生指針策定委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。  

(1) 川口市の多文化共生指針策定の基本方針に関すること。 

 (2) 川口市の多文化共生指針策定の推進方策に関すること。 

 (3) その他、川口市の多文化共生指針策定に必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員１０名以内をもって構成する。 

２ 委員は、知識経験者、学識経験者、多文化共生事業を行う市民団体、外国人市民及び公募

による市民のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、川口市多文化共生指針の公布までとする。 

２ 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 委員会は、原則として公開とし、希望者は委員会を傍聴することができる。 

（関係者の出席） 

第７条 委員会において必要があると認められときは、関係者の出席を求め、その意見又は説

明を聴くことができる。 
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（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市民生活部協働推進課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２３年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

-4-



川口市多文化共生指針の改訂について 

 

 

１ 改訂理由・背景 

 

（１）計画期間 

本市では、平成２４年２月に「川口市多文化共生指針」を策定しました。同指針では見直し

の時期を３年としていることから、平成２６年６月に改訂を行いました。 

その改訂指針についても改訂時期に到達しています。 

 

（２）第５次川口市総合計画の策定 

平成２８年４月に、本市における最上位計画である「第５次川口市総合計画」（計画期間：平

成２８年度～３７年度／前期・後期各５年間）を策定しました。これに伴い、総合計画と整合

する新たな指針を策定する必要が生じています。 

また、総合計画では、基本計画の期間を前期・後期各５年間としていることから、川口市多

文化共生指針の見直しの期間も３年から５年に変更します。 

 

（３）社会経済情勢の変化 

東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を契機に、国もインバウンド消費を取り込

もうとさまざまな取り組みを進めています。それに伴いビザの要件緩和を行うなど、更なる

グロバール化が進み、来日する外国人の国籍も数年前と比較し変化してきています。この影

響は本市における外国人住民にも及んでいます。このような社会経済情勢の変化に対応す

る必要があります。 
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２ 国・埼玉県・川口市の指針・計画の状況 

 

策定年月 指  針  ・  計  画  等 策定者 

平成１８年 ３月

◆多文化共生の推進に関する研究会報告書 

地方自治体が地域における多文化共生を推進する上

での課題と必要な取り組み等についてまとめたもの。 
 

◆地域における多文化共生推進プラン 

各地方公共団体における多文化共生施策の推進に関

する指針・計画の策定のためのガイドライン。 

国 

平成１９年 １２月

◆埼玉県多文化共生推進プラン（平成１９～２３年度） 

埼玉県全体の取り組みとして多文化共生を総合的に

進めるため計画を示したもの。 

埼玉県 

平成２４年 ２月

◆川口市多文化共生指針（平成２４～２８年度） 

本市における多文化共生社会の実現に向け、基本的な

考え方と具体的な推進内容を示したもの。 

川口市 

平成２４年 ７月

◆埼玉県多文化共生推進プラン（平成２４～２８年度） 

前計画（平成１９年度策定）について、外国人を取り

巻く状況の変化を踏まえ、埼玉県として推進すべき多文

化共生の施策を再検討し、取りまとめたもの。 

埼玉県 

平成２６年 ６月

◆川口市多文化共生指針：改訂版（平成２４～２８年度）

本市の外国人の増加・定住化等の状況に対応するた

め、前指針（平成２４年度策定）の施策を見直し、内容

の改訂を行ったもの。 

川口市 
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統計資料 
 

【川口市における外国人住民数の推移】 
統計年（1 月 1日） 全 人 口（人） 人数（人） 比 率（％） 

平成 19 年           501,101            17,323 3.5

平成 20 年           505,802            18,282 3.6

平成 21 年           511,201            19,858 3.9

平成 22 年           515,038            20,362 4.0

平成 23 年           517,171            21,114 4.1

平成 24 年           579,021            21,578 3.7

平成 25 年           580,852            21,588 3.7

平成 26 年           583,989            22,958 3.9

平成 27 年           589,205            25,263 4.3

平成 28 年           592,684            27,641 4.7

※平成 24 年 7 月に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されたことで、外国人登

録法が廃止され、新しい在留管理制度が整備されました。 

 

 
【 参  考 】 

統計年月日 全 人 口 人数（人） 比 率（％） 

平成 28年 9 月 1日           594,936            29,289 4.9
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統計資料 

 

【川口市国籍別順位上位 5 ヵ国】 

 

順位 
平成 28年 9 月 1日 平成 26年 1 月 1日【参考】

伸び率 
国籍 人数（人） 比率（％） 国籍 人数（人）

1 中国    17,391 59.4 中国    13,645 1.27 

2 韓国     2,779 9.5 韓国     2,846 0.98 

3 フィリピン     2,311 7.9 フィリピン     2,182 1.06 

4 ベトナム     2,185 7.5 ベトナム       808 2.70 

5 トルコ       937 3.2 トルコ       450 2.08 

  その他     3,686 12.6 その他     3,027 1.22 

  合計    29,289 100.0 合計    22,958 － 

 

【川口市在留資格別】 

 

順位 
平成 28年 9 月 1日 平成 26年 1 月 1日【参考】 

在留資格 人数（人） 比率（％） 在留資格 人数（人）

1 永住者    9,426 32.2 永住者    7,554 

2 家族滞在 3,709 12.7 家族滞在    2,816 

3 技術・人文知識・国際業務    3,510 12.0 留学    2,410 

4 留学    3,276 11.2 特別永住者    1,652 

5 定住者    1,787 6.1 定住者    1,616 

6 特別永住者    1,556 5.3 日本人の配偶者等    1,500 

7 日本人の配偶者等    1,387 4.7 人文知識・国際業務    1,452 

8 特定活動    1,239 4.2 技術    1,178 

9 技能実習      903 3.1 技能      587 

10 技能      747 2.6 特定活動      521 

11 経営・管理      692 2.4 永住者の配偶者等      506 

12 永住者の配偶者等      684 2.3 － －

  その他      373 1.3 その他    1,166 

  合計   29,289 100.0 合計   21,792 

※平成 26年の通常国会において「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が可

決・成立し、平成 26年 6 月に公布された改正法により、在留資格が整備されました。 
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統計資料 
 

【地区別順位】 
 

順位 
平成 28年 9 月 1日 平成 26年 1月 1日【参考】 

国籍 人数（人） 比率（％） 国籍 人数（人） 

1 横曽根地区 8,814 30.1 横曽根地区         6,574 

2 芝地区 6,097 20.8 芝地区         5,065 

3 青木地区 4,274 14.6 青木地区         3,287 

4 中央地区 3,614 12.3 中央地区         2,640 

5 南平地区 2,146 7.3 南平地区         1,871 

6 鳩ヶ谷地区 1,183 4.0 鳩ヶ谷地区           930 

7 戸塚地区 1,032 3.5 戸塚地区           868 

8 神根地区 901 3.1 新郷地区           684 

9 新郷地区 737 2.5 神根地区           663 

10 安行地区 491 1.7 安行地区           376 

  合計 29,289 100.0 合計        22,958 
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統計資料 

 

【地区別兼国籍別順位上位 5 ヵ国】 

平成 28年 9 月 1日現在 

 

南平地区 鳩ヶ谷地区 戸塚地区 神根地区 

国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数

中国 701 中国 403 中国 291 中国 273

フィリピン 490 韓国 226 韓国 183 ベトナム 131

韓国 273 フィリピン 184 フィリピン 160 韓国 127

ベトナム 175 ベトナム 125 トルコ 138 フィリピン 125

ブラジル 82 台湾 34 ベトナム 57 トルコ 82

その他 425 その他 211 その他 203 その他 163

合計 2,146 合計 1,183 合計 1,032 合計 901

 

新郷地区 安行地区 

国籍 人数 国籍 人数 

中国 186 中国 133

フィリピン 172 フィリピン 112

ベトナム 114 ベトナム 67

韓国 105 韓国 65

ブラジル 21 インドネシア 20

その他 139 その他 94

合計 737 合計 491

 

横曽根地区 芝地区 青木地区 中央地区 

国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数 国籍 人数

中国 6,316 中国 4,174 中国 2,307 中国 2,607

韓国 658 トルコ 414 韓国 482 韓国 286

ベトナム 641 韓国 374 ベトナム 426 ベトナム 193

フィリピン 302 フィリピン 294 フィリピン 405 台湾 88

ネパ－ル 142 ベトナム 256 トルコ 232 ネパ－ル 81

その他 755 その他 585 その他 422 その他 359

合計 8,814 合計 6,097 合計 4,274 合計 3,614
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統計資料 
 

【埼玉県市町村別外国籍住民数上位 10 位】 
平成 26 年 12 月末現在  

（埼玉県県民生活部国際課調べ） 
順位 市区町村名 人数（人） 

1 川口市                              25,263 

2 さいたま市                              18,264 

3 川越市                               5,367 

4 草加市                               5,034 

5 戸田市                               4,917 

6 越谷市                               4,445 

7 所沢市                               4,124 

8 蕨市                               3,851 

9 三郷市                               3,040 

10 春日部市                               2,892

 
【在留外国人総数上位 10 自治体】 

平成 27 年 12 月末現在  
（法務省統計（別表）在留外国人総数上位１００自治体 より） 

順位 市区町村名 人数（人） 

1 東京都新宿区                              39,568 

2 東京都江戸川区                              28,930 

3 埼玉県川口市                              27,906 

4 大阪市生野区                              27,763 

5 東京都足立区                              26,199 

6 東京都江東区                              25,139 

7 東京都豊島区                              25,074 

8 東京都大田区                              20,728 

9 東京都板橋区                              20,613 

10 東京都港区                              19,736 
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平成２８年９月１日現在 川口市外国人住民数２９，２８９人 
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